
令和４年度の運営会議における協議内容の報告について 

 

１．運営会議の主な役割 

・協議会の運営及び調整 

・相談ミーティングからの報告に基づく地域課題等についての協議 

  ・専門部会・連絡会への課題提起 

  ・専門部会や連絡会の間の調整 

 

２．年間スケジュール 

日にち 会議名 開催場所 

令和 ４年 ６月１４日（火） 第１回 運営会議 オンライン 

令和 ４年 ６月２４日（金） 第１回 全体会 健康管理センター 

令和 ４年 ９月２９日（木） 第２回 運営会議 オンライン 

令和 ４年１２月 ８日（木） 第３回 運営会議 オンライン 

令和 ５年 １月２６日（木） 第４回 運営会議 オンライン 

令和 ５年 ２月１４日（火） 第２回 全体会 旭公民館 

 

３．令和４年度における主な協議内容 

（１）強度行動障害に関する各専門部会・連絡会における取組 

  ・各専門部会・連絡会における取組の情報共有を行った。（資料１報告のとおり） 

（２）協議会への当事者参加に関する事項 

  ・当事者参加については協議会として進めていく必要性があることの確認を行った。 

・当事者参加のあり方に関する検討を具体的に進めるため、相談ミーティングにおいて

当事者団体等への聞き取り調査を行うことを決定した。 

（３）協議会の運営や体制に関する事項 

  ・市としての障がい者相談支援体制のあり方などを協議する場がない。 

  ⇒障がい者相談支援体制のあり方について、相談ミーティングを協議する場と位置づけ、

主任相談支援専門員も構成メンバーに加える方針とした。 

  ・運営会議の主な役割として、協議会全体の取組を円滑に進めるために会長も参加し、

協議決定できるようにしてはどうか。 

  ⇒全体会と運営会議の所掌事項について見直しも検討する必要がある旨の確認をした。 

  ・個別調整会議などの個別ケースから挙げられる地域課題について、協議会として検討

が必要な課題が上がってきていないのではないか。 

  ⇒個別調整会議のあり方など、相談ミーティングを中心に連絡会とも連携しながら地域

課題が漏れることなく検討できる仕組みづくりを協議することとした。 

  ・その他意見として、「協議会で災害や権利擁護について検討する場がない」「障がい者

福祉基本計画などに意見がなかなか反映されない」などがあった。 

資料２ 



４．令和５年度における主な協議等の方針 

（１）強度行動障害に関する各専門部会・連絡会における取組 

  ・協議会全体の課題として、継続して各専門部会・連絡会にて取り組み、運営会議にて

報告を行う。 

（２）協議会への当事者参加に関する事項 

  ・相談ミーティングにおいて当事者団体等へ聞き取り調査等を行いつつ、運営会議にて

当事者参加のあり方に関する検討を行う。 

（３）協議会の運営や体制に関する事項 

  ・第１回運営会議において、全体会と運営会議の所掌事項など、体制整備に必要な要綱

見直しを検討する。 

  ・協議会のあり方に関する検討を行う。 


